
農業を経営する皆様へ

１

（令和3年4月30日現在）

は、
様 々 な リ ス ク か ら 農 業 経 営 を 守 り ま す !

『
』

令和4年料率改定版

埼玉県では令和２年加入者の
に の

補てん金をお支払いしました!

令和２年加入者の514経営体（R2確定申告済）のうち

補てん金の請求 168件（請求率32％）

新型コロナウイルスの影響による出荷制限、梅雨時期の長雨・日照
不足による収穫量の減少、市場価格の低下、夏場の高温による品質
低下があげられます。

内)つなぎ融資（無利子）約4千5百万円（申請6経営体）

（令和3年6月20日現在）

支払補てん金 約2億9千万円

- 請求の原因となった主な被害 -

※ 全国的には、36,142経営体のうち15.6％にあたる5,622件の請求があり、
約131億円の補てん金を支払いました。 （令和3年4月30日現在）



加入できる方加入できる方
青色申告を行っている農業者（個人・法人）です。
1. 保険期間開始前に加入申請を行います。
2. 加入申請時に、青色申告実績（簡易な方式を含む）が１年分あれば加入できます。収入

保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加
入します。

収入保険は、自然災害や価格低下だけでなく
農業者の経営努力では避けられない収入減少が
補償の対象です！

災害で作付不能 けがや病気で収穫不能

取引先の倒産 為替変動で大損

自然災害等で減収 市場価格が下落

倉庫の浸水被害 盗難や運盗難や運搬中の事故

保険期間の収入（農産物の販売収入）が、基準収入の９割を
下回ったときに、下回った額の９割を上限に補てんします。

税の収入算定期間（会計期間）と同じです。

個人:１月～12月 法人:事業年度の１年間（会計期間）

保険期間保険期間

補償内容補償内容

1. 基準収入は、過去5年間の平均収入（５中５）を基本に、保険期間の営農計画も考慮して
設定（規模拡大など上方補正）

2. 毎年の農産物（自ら生産したもの）の販売収入は、青色申告決算書等を用いて整理します。
3. 農産物の販売収入には、精米、仕上茶などの簡易な加工品の販売収入も含められます。
4. 肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は対象外です。

２

◎ 令和３年１月からは、当分の間の特例として、（令和４年も対応）
野菜価格安定制度の利用者が初めて収入保険に加入する場合、
収入保険と野菜価格安定制度を同時利用(1年間)することができます。

※ 同時利用される方は、収入保険の保険料等と野菜価格安定制度の生産者の負担金の
両方を支払います。また、収入保険の保険期間中に、野菜価格安定制度の補給金を受け取っ
た場合、収入保険の補填金の計算上、その金額を控除します。



収入保険の補てん方式収入保険の補てん方式

保険料の安いタイプもあります!

保険期間の収入がゼロになったときは、

810万円（積立金90万円、保険金720万円）

の補てんが受けられます。

（注） ５年以上の青色申告実績がある方の場合

100％

収
入
減
少

自己責任部分

保険方式で
補てん

積立方式で
補てん

基準収入

支払率（90％を上限として選択）

90％

80％

保険期間
の収入

収入がゼロ
になっても
補てんされます。

基本のタイプ（最大補償選択時）

無利子のつなぎ融資が受けられます!

保険方式（掛捨て）と積立方式（掛捨てではない）の組み合わせができます。
基本のタイプでは、
例えば、基準収入1,000万円の場合、
• 保険方式の保険料8.9万円、

• 積立方式の積立金22.5万円、

• 付加保険料2.2万円

最大810万円の補てんが受けられます。

※保険料、積立金は分割払（最大9回）ができます。

３

農産物に大きな損害が発生したんだけど、収入保険の補てん金が出るの
は来年の確定申告の後だよね。今すぐ、資金が必要なんだけどな。

保険期間中であっても、自然災害や価格低下等により、補てん金の受け
取りが見込まれる場合、NOSAI全国連から、無利子のつなぎ融資を受け
ることができます。まずは、事故発生の状況をご連絡下さい!

※つなぎ融資を受けた金額は、補てん金と相殺して
返還することになります。

左記、1,000万円の基準収入で保険期間中の
農業収入が500万円の見込みの場合

≪補てん金の受け取り見込額≫
【 400万円×90％（支払率）= 360万円 】

その8割の 288万円 を限度につなぎ融資を
借り入れすることが可能となります。

（注） ５年以上の青色申告実績がある方の場合
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農林水産省経営局保険課
TEL：03-6744-7147 mail：syunyu-hoken@maff.go.jp

全国農業共済組合連合会
TEL：03-6265-4800 mail：syunyuhoken@nosai-zenkokuren.or.jp

収入保険に関する相談窓口

（ホームページ：http://nosai-zenkokuren.or.jp/）

●収入保険について、加入条件や補償内容など詳しいことは、
以下の相談窓口にお問い合わせください。

(2021.6)
４

問い合わせ窓口および連絡先 管 轄 区 域

ＮＯＳＡＩ全国連 検索

農水省のHPでも様々な情報を公開中


